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警察庁新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について（依命通達）

本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律

第114号）上の新型コロナウイルス感染症の位置付けが５類感染症に変更されたこと

を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第21条第１項

の規定に基づき、「政府対策本部」が廃止された。

これに伴い、本日、令和２年３月26日に設置した警察庁長官を長とする「新型コロ

ナウイルス感染症対策本部」を廃止したので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

なお、「新型コロナウイルス感染症対策本部の改組について（依命通達）」（令和５

年３月29日付け警察庁乙備発第１号ほか）は廃止する。

命により通達する。


